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「複合インセンティブ」対「二重確定インセンティブ」 
――フレーミングに着目して―― 

森 直也 

 

近年、企業の SP には、消費者が必ず獲得できる報酬と抽選によって獲得できる報酬を組み合

わせた、言わば「複合インセンティブ」や、消費者が必ず獲得できる報酬を 2 つ組み合わせた、

言わば「二重確定インセンティブ」が導入されるようになってきた。このうち、いずれが有効で

あろうか。本論は、消費者がインセンティブをどのようにフレーミングするかに着目し、複合イ

ンセンティブおよび二重確定インセンティブの価値を比較する。 

 

 

第 1章 はじめに 

 

現在、国内外の多くの小売業者およびサービス業者にとって、セールス・プロモーション（以下、SP）は、

必要不可欠なツールになっている。そもそも、SP とは、売り上げの増加や維持、ブランドスイッチの促進、

購買の誘発、そして、顧客ロイヤルティの構築などを目的として行われるプロモーション活動のことを指

す（Blattberg and Briesch, 2012）。例えば、ポイントやキャッシュバック、値引き、クーポン、増量、プレミ

アムなどである。これらは、主として消費者の購買意欲を刺激したり、付加価値を提供したりすることに

よって、製品の購買やサービスの利用を促進するインセンティブとしての役割を果たしている。 

企業は、こうした SP におけるインセンティブを、目的と予算に応じて、「全員にプレゼント」のように

消費者が必ず獲得できる形態と、「10 人に 1 人にプレゼント」のように消費者が抽選によって獲得できる

形態に使い分けてきた。既存研究は、SP におけるインセンティブを不確実性（uncertainty）の有無という

観点から二分している（e.g., Shen, Fishbach, and Hsee, 2015; Shen, Hsee, and Talloen, 2019）。すなわち、一方

の「消費者がポイントやキャッシュバックといった報酬を必ず獲得できる形態のインセンティブ」を、獲

得できる報酬の内容が確定しているという観点から、不確実性を有していないインセンティブ、つまり「確

定インセンティブ（certain incentives）」と見なし、他方の「消費者がポイントやキャッシュバックといった

報酬を抽選によって獲得できる形態のインセンティブ」を、獲得できる報酬の内容が不確定であるという

観点から、不確実性を有しているインセンティブ、つまり「不確定インセンティブ（uncertain incentives）」

と見なした。その上で、既存研究は、消費者の行動を促進するという企業の目的に照らして、確定インセ

ンティブと不確定インセンティブのうち、いずれが有効であるかということについて議論してきた。 

しかしながら、既存研究は、確定インセンティブと不確定インセンティブの間に、暗黙裡に二項対立を

仮定しており、近年、企業の SP に導入されるようになってきている、確定インセンティブにも不確定イン

センティブにも分類することのできない、第 3、第 4 のインセンティブの存在を捨象してしまっている。
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そのインセンティブとは、「消費者が必ず獲得できる報酬（確定インセンティブ）と抽選によって獲得できる

報酬（不確定インセンティブ）を組み合わせたインセンティブ」と、「消費者が必ず獲得できる報酬（確定イン

センティブ）を 2 つ組み合わせたインセンティブ」である。 

前者のインセンティブの具体例としては、QRコード決済サービスを提供している PayPay が 2020 年 6

月に「ペイペイジャンボ」と題して実施した SP が挙げられる。この SP は、対象店舗でのネット利用の際

に、PayPay を使用すると、消費者が支払い金額の 10％分のポイントを必ず獲得でき、さらに、支払い金

額の 1,000％のポイント（1等）、もしくは 100％分のポイント（2等）を抽選によって獲得できるという SP

であった（cf. PayPay HP)。なお、ここでのポイントは、1 ポイント＝1円の金銭的価値を有し、決済時に使

用することができるポイントである。この SP のように、「消費者が必ず獲得できる報酬（確定インセンティ

ブ）と抽選によって獲得できる報酬（不確定インセンティブ）を組み合わせたインセンティブ」を、本論は、

「複合インセンティブ」と定義したい。 

一方、後者のインセンティブの具体例としては、同じく PayPay が 2020 年 4月に「合計 10％戻ってく

る」と題して実施した SP が挙げられる。この SP は、対象店舗で PayPay を使用すると、消費者が消費者

還元事業から支払い金額の 5％分のポイントを必ず獲得でき、さらに、PayPay から同じく支払い金額の

5％分のポイントを必ず獲得できる、すなわち、合計 10％分のポイントを獲得できるという SP であった

（cf. PayPay HP)。なお、消費者還元事業とは、2019 年 10月 1日の消費税率引上げに伴っての需要平準化

対策として、消費税率引上げ後の 9 か月間に限り、中小・小規模事業者によるキャッシュレス決済を使用

したポイント還元を支援する事業のことを指す（cf. 経済産業省 HP）。この SP のように、「消費者が必ず獲

得できる報酬（確定インセンティブ）を 2 つ組み合わせたインセンティブ」を、本論は、「二重確定インセン

ティブ」と定義したい。 

複合インセンティブおよび二重確定インセンティブは、確定インセンティブや不確定インセンティブを

組み合わせた構造を有しているという点において、類似したインセンティブであると言いうるであろう。

それでは、複合インセンティブおよび二重確定インセンティブは、消費者が知覚する価値においても、類

似しているのであろうか。 

消費者がインセンティブの価値をどのように評価するかということについては、現在に至るまでに多く

の研究が行われてきた（e.g., Diamond and Sanyal, 1990; Folkes and Wheat, 1995; Hardesty and Bearden, 2003）。

既存研究は、たとえ同一の期待値のインセンティブであったとしても、インセンティブに対して消費者が

知覚する価値は等しいとは限らないと主張した。彼らがそのように主張した理由は、消費者が無意識のう

ちにインセンティブをフレーミング（framing）し、その価値を評価するからであるという。フレーミング

とは、消費者の心的な枠組のことを指す。消費者は、物事をどのような心的な枠組で捉えるかによって、

たとえ他の消費者と同一のシチュエーションに置かれていたとしても、消費者ごとに異なる仕方で意思決

定を行う（Tversky and Kahneman, 1981）。フレーミングの違いによって、消費者の価値の評価方法は、2 つ

に分類することができる。すなわち、利得や損失を統合して評価する「統合勘定（integration）」と、分離し

て評価する「分離勘定（segregation）」である。そして、最終的な利得の価値は、損失と 1 つの統合勘定で

評価される場合と、損失とは別々の分離勘定で評価される場合では異なる（Thaler, 1985）。つまり、既存研

究は、最終的なインセンティブ（利得）の価値は、支払い金額（損失）と 1 つの統合勘定としてフレーミン
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グされる場合と、支払い金額（損失）とは別々の離勘定としてフレーミングされる場合では異なるというこ

とを根拠として、たとえ同一の期待値のインセンティブであったとしても、インセンティブに対して消費

者が知覚する価値は等しいとは限らないと主張したのである。それでは、消費者は、複合インセンティブ

や二重確定インセンティブを構成する確定インセンティブおよび不確定インセンティブという 2 つのイン

センティブ、すなわち 2 つの利得をどのようにフレーミングし、その価値を評価するのであろうか。 

この点に関して、既存研究は、消費者がインセンティブと支払い金額、すなわち利得と損失をどのよう

な基準で 1 つの統合勘定もしくは別々の分離勘定としてフレーミングするかということのみを探究してお

り、複合インセンティブや二重確定インセンティブを構成する確定インセンティブおよび不確定インセン

ティブという 2 つのインセンティブ、すなわち 2 つの利得をどのような基準で 1 つの統合勘定もしくは

別々の分離勘定としてフレーミングするかということを探究してはいない。 

かくして本論は、消費者が上記の 2 つのインセンティブをどのようにフレーミングするかに着目し、複

合インセンティブおよび二重確定インセンティブに対して消費者が知覚する価値を比較する。 

 

 

第 2章 既存研究レビュー 

 

2－1．確定インセンティブに対して肯定的な既存研究 
 

第 1 章において概観したとおり、確定インセンティブとは、消費者がポイントやキャッシュバックとい

った報酬を必ず獲得できる形態のインセンティブのことを指し、不確定インセンティブとは、消費者がポ

イントやキャッシュバックといった報酬を抽選によって獲得できる形態のインセンティブのことを指す。

そして、既存研究は、消費者の行動を促進するという企業の目的に照らして、確定インセンティブと不確

定インセンティブのうち、いずれが有効であるかということについて議論してきた。 

この点に関して、不確実性下における意思決定理論であるプロスペクト理論（Kahneman and Tversky, 1979）

を始めとした、多くの既存研究（e.g., von Neumann and Morgenstern, 1947; Arrow, 1965; Hsee and Weber, 1997; 

Rabin, 2000; Rabin and Thaler, 2001; Holt and Laury, 2002; Kivetz, 2003; Gneezy, List, and Wu, 2006; Simonsohn, 

2009）によって、確定インセンティブの方が確定インセンティブより有効であるという主張が展開されて

きた。彼らがそのように主張した根拠は、消費者のリスク回避性（risk aversion）にある。すなわち、一般

的に消費者は、報酬の獲得に際してリスク回避的になるため、必ずしも望ましい報酬を獲得できるとは限

らないというリスクと結びついている不確定インセンティブを、確定インセンティブほど選好しないと考

えられてきたのである。この消費者選好は、普遍的かつ確固たるものであると見なされてきた。 

 

2－2．不確定インセンティブに対して肯定的な既存研究 

 

第 2－1節において議論したとおり、多くの既存研究が確定インセンティブに対して肯定的な立場、言い

換えれば、不確定インセンティブに対して否定的な立場を採っている一方、不確定インセンティブに対し
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て肯定的な立場を採っている既存研究も存在する。 

既存研究は、インセンティブが有している不確実性、すなわち、獲得できる報酬の内容が不確定である

という不確実性は、興奮（excitement）や楽しさ（enjoyment）といったポジティブな感情を引き起こす（cf. 

Zillmann, 1983; Schultz, Dayan, and Montague, 1997; BarAnan, Wilson, and Gilbert, 2009; Lee and Qiu, 2009）と

いうことを見出してきた。そして、そうしたポジティブな感情は、消費者が報酬の獲得に要する時間や金

銭、努力といった資源を投資するモチベーション（Toure ́-Tillery and Fishbach, 2014）を増加させるという（cf. 

Kuhl and Kaze ́n, 1999; Erez and Isen, 2002; Fishbach, Shah, and Kruglanski, 2004; Klein and Fishbach, 2014）。ま

た、消費者は、そうしたポジティブな感情が想起される行動を、中立的な感情が想起される行動より選好

するという（cf. Czikszentmihalyi, 1990; Custers and Aarts, 2005; Ferguson, 2008; Fishbach and Choi, 2012）。 

Goldsmith and Amir（2010）は、不確定インセンティブは確定インセンティブと同程度の訴求力を有し

ていると主張した。彼らがそのように主張した理由は、獲得できる報酬の内容が不確定である場合、消費

者は獲得できる報酬のうち最も望ましい報酬を無意識のうちに期待するからであるという。ただし、この

主張は、消費者は生まれながらにして楽観的（optimistic）であるということを暗黙裡に仮定した主張であっ

た。これを踏まえて、既存研究は、消費者が不確定インセンティブを選好するかどうかは消費者ごとに異

なる（cf. Ely, Frankel, and Kamenica, 2015; Hertwig and Engel, 2016; Golman and Loewenstein, 2018）ものの、

獲得できる報酬の内容が不確定であるという不確実性を解消することはあらゆる消費者にとって好意的な

体験である（Hsee and Ruan, 2016; Ruan, Hsee, and Lu, 2018）と主張した。 

 

2－3．確定インセンティブおよび不確定インセンティブの有効性に関する既存研究 
 

不確定インセンティブに対して肯定的な立場を採っている既存研究の中でも、確定インセンティブの方

が有効である場合もあるということを見出したという点において注目すべきなのは、Shen, Hsee, and 

Talloen（2019）であろう。彼らは、企業が消費者の製品の初回購買やサービスの初回利用といった「初回

行動」の促進を目的として SP を実施する場合と、企業が消費者の製品の反復購買やサービスの反復利用

といった「反復行動」の促進を目的として SP を実施する場合において、確定インセンティブと不確定イン

センティブのうち、いずれを消費者に付与することが有効であるかということを探究した。そして、彼ら

は、企業が消費者の反復行動の促進を目的として SP を実施する場合には、不確定インセンティブの方が、

確定インセンティブより有効であるものの、企業が消費者の初回行動の促進を目的として SP を実施する

場合には、確定インセンティブの方が、不確定インセンティブより有効であるということを見出した。 

企業が消費者の反復行動の促進を目的として SP を実施する場合には、不確定インセンティブの方が確

定インセンティブより有効であると彼らが主張した根拠は、以下のとおりであった。まず、確定インセン

ティブおよび不確定インセンティブは、消費者に対して「経済的な効用（the outcome acquisition utility）」を

もたらすという。経済的な効用とは、それぞれ、確定インセンティブの場合には、消費者が必ず獲得でき

る報酬の価値そのものを指し、不確定インセンティブの場合には、消費者が抽選によって獲得できる報酬

の価値を抽選確率によって重み付けした価値、すなわち消費者が抽選によって獲得できる報酬の期待値の

ことを指す。そして、確定インセンティブが、消費者に対してこの経済的な効用のみをもたらす一方、不
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確定インセンティブは、消費者に対して経済的な効用に加えて「精神的な効用（the uncertainty resolution 

utility）」をもたらすという。精神的な効用とは、消費者が不確定であった報酬の内容を行動後に知るという

不確実性の解消（uncertainty resolution）を経験することによって覚える興奮や楽しさといったポジティブ

な感情のことを指す（Hsee and Ruan, 2016; Ruan, et al., 2018）。不確定インセンティブを付与された消費者

は、初回行動前には、不確定である報酬の内容を知ることはできない。しかしながら、初回行動後には、

不確定であった報酬の内容を知ることができ、この不確実性の解消によって、精神的な効用を獲得する。

そして、反復行動に際して、消費者は、不確定インセンティブに対して経済的な効用のみならず、精神的

な効用を期待するようになるのである。 

企業が消費者の初回行動の促進を目的として SP を実施する場合には、確定インセンティブおよび不確

定インセンティブは、それぞれ経済的な効用によって、消費者の初回行動を促進する。しかしながら、こ

の場合、たとえ両者の経済的な効用が同一であったとしても、消費者のリスク回避性のために、確定イン

センティブの方が、不確定インセンティブより選好される。したがって、Shen, et al.（2019）は、まず、企

業が消費者の初回行動の促進を目的として SP を実施する場合には、確定インセンティブの方が不確定イ

ンセンティブより有効であると主張した。 

しかしながら、企業が消費者の反復行動の促進を目的として SP を実施する場合には、確定インセンテ

ィブが、経済的な効用のみによって消費者の反復行動を促進する一方、不確定インセンティブは、経済的

な効用と精神的な効用の 2 つによって消費者の反復行動を促進する。そのため、不確定インセンティブの

方が、確定インセンティブより選好される。さらに、この場合、たとえ不確定インセンティブの経済的な

効用が確定インセンティブの経済的な効用より低くとも、不確定インセンティブの精神的な効用が確定イ

ンセンティブとの経済的な効用の差を上回れば、不確定インセンティブの方が、確定インセンティブより

選好される。したがって、Shen, et al.（2019）は、企業が消費者の反復行動の促進を目的として SP を実施

する場合には、不確定インセンティブの方が確定インセンティブより有効であると結論づけたのである。 

Shen, et al.（2019）は、消費者の行動を初回行動と反復行動に区別し、確定インセンティブと不確定イ

ンセンティブがそれぞれ有効である場合を見出したという点において、インセンティブに関する研究の進

展に大きな貢献を成したと言いうるであろう。しかしながら、Shen, et al.（2019）およびその先行研究群

は、第 1章において議論したとおり、確定インセンティブと不確定インセンティブの間に、暗黙理に二項

対立を仮定しており、確定インセンティブや不確定インセンティブを組み合わせた、複合インセンティブ

および二重確定インセンティブの存在を捨象してしまっているという課題を抱えていると指摘しうるであ

ろう。 

 

2－4．プロスペクト理論 
 

プロスペクト理論とは、行動経済学の分野において、Kahneman and Tversky（1979）によって提唱され

た、不確実性下において消費者が利得とリスクをどのように受け取るかということを説明する意思決定理

論である。まず、彼らは、確率 p（0＜p ＜1）で事象の結果 x が発生する見通しをプロスペクトと呼んだ。そ

して、消費者が確率 p で獲得できる金額 x の価値 V (x, p)を、以下の（1）式のように定式化している。 
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V (x, p)＝w (p)V (x)          （1） 

それぞれ、V (x)は、金額 x に関する価値関数（value function）であり、w (p)は、確率 p を意思決定に影響

する重みに変換する確率加重関数（probability weighting function）である。なお、確率加重関数および価値

関数は、Tversky and Kahneman（1992）によって、さらに以下の（2）式および（3）式のように定式化さ

れている。 

V (x)＝!"
#    （" ≧ 0）
－&'－"(#			（"	＜	0）

          （2） 

w (p)＝
*+

,*＋'-－*(./
0
+
           （3） 

そして、上記の価値関数は、縦軸を消費者の主観的価値、横軸を利得および損失として、図表 1 のよう

に示される。 

 

図表 1 プロスペクト理論の価値関数 

 

この価値関数の特徴は、以下の 3 点にまとめられる（Kahneman and Tversky, 1979）。第 1 の特徴は、消費

者が物事を評価するに際して参考にする主観的かつ心理的な基準である参照点（reference point）を境に、

価値関数は、利得領域と損失領域という 2 つの領域に分かれるという点である。利得や損失の価値は、絶

対的な価値ではなく、この参照点からの変化で判断される相対的な価値となる。第 2 の特徴は、関数形は、

利得領域では凹関数である一方、損失領域では凸関数であるという点である。つまり、消費者は、利得領

域ではリスク回避的となる一方、損失領域ではリスク志向的となるということである。そして、価値の増

分は、この関数形に基づいて、利得や損失が大きくなるにつれて、徐々に減少していくということである。

第 3 の特徴は、関数の傾きは、損失領域の方が利得領域より急であるという点である。つまり、1 単位の

損失によって失う価値の方が、1単位の利得の増加から得られる価値より大きいということである。 

 

 

価値 

損失 利得 
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2－5．メンタル・アカウンティング理論 
 

第 2－4 節において概観したプロスペクト理論は、行動経済学の基本モデルとして様々な分野で適用さ

れているが、Tahler（1985）が提唱したメンタル・アカウンティング理論は、その代表的な適用例である。

メンタル・アカウンティング理論によれば、消費者は、利得および損失という 2 つの会計処理が同時に生じ

た場合、無意識のうちにそれらの足し引きを行い、プロスペクト理論の価値関数に基づいて価値を求める

という。消費者の価値の評価方法には、利得や損失を統合して評価する統合勘定と、分離して評価する分

離勘定の 2 つがある。そして、最終的な利得の価値は、損失と 1 つの統合勘定で評価される場合と、損失

とは別々の分離勘定で評価される場合では異なる。 

 

図表 2 x＞0、y≪0の場合の価値関数 

 

メンタル・アカウンティング理論に基づいてインセンティブと支払い金額の関係について考えると、イン

センティブは利得、支払い金額は損失と見なすことができる。インセンティブを x、支払い金額を y とする

と、ほとんどの SP は、図表 2 に示されるように、x＞0、y≪0 となり、あまり大きくない利得と大きな損

失の組み合わせとして表すことができる。このとき、x という利得に y という損失を加算したものが x＋y

であり、それに対して消費者が知覚する価値が V (x＋y)である。一方、x と y の各々について別々に価値

V (x)と V (y)を算出し、価値同士を加算した合計は V (x)＋V (y)である。Tahler（1985）は、一方の V (x＋y)を

統合勘定と名付け、他方の V (x)＋V (y)を分離勘定と名付けた。そして、図表 2 のような場合、価値を表す

縦軸において、分離勘定 V (x)＋V (y)は統合勘定 V (x＋y)より価値が大きいということを根拠として、支払い

金額とは別々の分離勘定で評価されるインセンティブの方が、支払い金額と 1 つの統合勘定で評価される

インセンティブより選好されるということを見出したのである。 

 

 

価値 

損失 利得 

V (x) 
y x＋y 

x 

V (x)＋V (y) 
V (x＋y) 
V (y) 
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2－6．SP のフレーミングに関する既存研究 

 
消費者がインセンティブと支払い金額をどのような基準で 1 つの統合勘定もしくは別々の分離勘定とし

てフレーミングするかということについては、現在に至るまでに多くの研究が行われてきた（e.g., Diamond 

and Sanyal, 1990; Folkes and Wheat, 1995; Hardesty and Bearden, 2003）。 

Diamond and Sanyal（1990）は、消費者は、インセンティブの性質が支払い金額と同一であるために、

インセンティブが情報処理の複雑性を有していない場合には、インセンティブと支払い金額を 1 つの統合

勘定としてフレーミングする一方、インセンティブの性質が支払い金額と異なるために、インセンティブ

が情報処理の複雑性を有している場合には、インセンティブと支払い金額を別々の分離勘定としてフレー

ミングすると主張した。彼らによれば、値引きやクーポンは、その性質が支払い金額と同様に金銭的であ

るため、消費者が値引きやクーポンの価値を支払い金額と統合して評価しやすいという点において情報処

理の複雑性を有していない。そのため、値引きやクーポンは、支払い金額と 1 つの統合勘定としてフレー

ミングされる。一方、増量やプレミアムは、その性質が支払い金額と異なり、非金銭的であるため、消費

者が増量やプレミアムの価値を支払い金額と統合して評価しにくいという点において情報処理の複雑性を

有している。そのため、増量やプレミアムは、支払い金額とは別々の分離勘定としてフレーミングされる

という。 

また、Hardesty and Bearden（2003）は、情報処理の複雑性には、インセンティブの性質の他に、イン

センティブの価値の表示形式も影響を及ぼすと主張した。彼らによれば、値引きやクーポンの情報処理の

複雑性は、割引額がパーセントで表示されている場合の方が、実数で表示されている場合より高い。さら

に、パーセント表示の中でも、「25％」のように割引額が小さい場合の方が、「50％」のように割引額が大

きい場合より高いという。 

Folkes and Wheat（1995）は、消費者は、支払いを実施してからインセンティブを獲得するまでの間に、

時間的な分離が存在しない場合には、インセンティブと支払い金額を 1 つの統合勘定としてフレーミング

する一方、時間的な分離が存在する場合には、インセンティブと支払い金額を別々の分離勘定としてフレ

ーミングすると主張した。彼らによれば、値引きは、消費者が支払いを実施してから値引きを獲得するま

での間に、時間的な分離が存在しないため、支払い金額と 1 つの統合勘定としてフレーミングされる。一

方、キャッシュバックは、消費者が支払いを実施してからキャッシュバックを獲得するまでの間に、時間

的な分離が存在するため、支払い金額とは別々の分離勘定としてフレーミングされるという。 

このように、既存研究は、消費者がインセンティブと支払い金額、すなわち利得と損失をどのような基

準で 1 つの統合勘定もしくは別々の分離勘定としてフレーミングするかということを探究してきた。しか

しながら、彼らは、第 1 章において議論したとおり、消費者が複合インセンティブや二重確定インセンテ

ィブを構成する確定インセンティブおよび不確定インセンティブという 2 つのインセンティブ、すなわち

2 つの利得をどのような基準で 1 つの統合勘定もしくは別々の分離勘定としてフレーミングするかという

ことを探究してはいないという課題を抱えていると指摘しうるであろう。 
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第 3章 仮説提唱 

 

3－1．本論の研究範囲 
 

第 2－3節において議論したとおり、Shen, et al.（2019）およびその先行研究群は、複合インセンティブ

および二重確定インセンティブの存在を捨象してしまっているという課題を抱えている。また、第 2－6節

において議論したとおり、SP のフレーミングに関する既存研究は、2 つのインセンティブをどのような基

準で 1 つの統合勘定もしくは別々の分離勘定としてフレーミングするかということを探究してはいないと

いう課題を抱えている。 

そこで、本論は、第 2－5節において概観したメンタル・アカウンティング理論、および第 2－6節におい

て概観した Diamond and Sanyal（1990）、Hardesty and Bearden（2003）、および Folkes and Wheat（1995）

の主張を援用して、消費者が 2 つのインセンティブをどのような基準で 1 つの統合勘定もしくは別々の分

離勘定としてフレーミングするかという点と、複合インセンティブに対して消費者が知覚する価値と、二

重確定インセンティブに対して消費者が知覚する価値とでは、いずれが大きいかという点の 2 点を探究し

たい。 

複合インセンティブおよび二重確定インセンティブに対して消費者が知覚する価値の比較に際しては、

第 2－4節において概観したプロスペクト理論の価値関数（（2）式）および確率加重関数（（3）式）を用いて、

同程度の期待値の複合インセンティブおよび二重確定インセンティブを取り扱いたい。 

V (x)＝!"
#    （" ≧ 0）
－&'－"(#			（"	＜	0）

          （2） 

w (p)＝
*+

,*＋'-－*(./
0
+
           （3） 

なお、（2）式には Wu and Gonzalez（1996）による α＝0.52 の推定値、（3）式には Camerer and Ho 

（1994）による γ＝0.56 の推定値を採用する。 

 

3－2．2 つのインセンティブのフレーミングに関する仮説 
 

第 1章において議論したとおり、複合インセンティブとは、消費者が必ず獲得できる報酬（確定インセン

ティブ）と抽選によって獲得できる報酬（不確定インセンティブ）を組み合わせたインセンティブのことを指

し、二重確定インセンティブとは、消費者が必ず獲得できる報酬（確定インセンティブ）を 2 つ組み合わせた

インセンティブのことを指す。消費者が複合インセンティブや二重確定インセンティブを構成する確定イ

ンセンティブおよび不確定インセンティブという 2 つのインセンティブを 1 つの統合勘定としてフレーミ

ングするか、別々の分離勘定としてフレーミングするかということを分ける基準としては、以下の 2 点が

考えられるであろう。 

第 1 の基準は、情報処理の複雑性の有無である。Diamond and Sanyal（1990）によれば、消費者は、イ

ンセンティブの性質が支払い金額と同一であるために、インセンティブが情報処理の複雑性を有していな
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い場合には、インセンティブと支払い金額を 1 つの統合勘定としてフレーミングする一方、インセンティ

ブの性質が支払い金額と異なるために、インセンティブが情報処理の複雑性を有している場合には、イン

センティブと支払い金額を別々の分離勘定としてフレーミングするという。彼らの主張を援用して、2 つ

のインセンティブのフレーミングについて考えると、消費者は、2 つのインセンティブの性質が同一であ

り、情報処理の複雑性を有していない場合には、それらを１つの統合勘定としてフレーミングする一方、2

つのインセンティブの性質が異なり、情報処理の複雑性を有している場合には、それらを別々の分離勘定

としてフレーミングすると考えられる。この点に関して、複合インセンティブは、確定インセンティブと

不確定インセンティブという、不確実性の有無という点において性質の異なる 2 つのインセンティブを組

み合わせている一方、二重確定インセンティブは、同一の性質の確定インセンティブを 2 つ組み合わせて

いる。ここで、確定インセンティブおよび不確定インセンティブの価値に着目する。確定インセンティブ

の価値は、消費者が必ず獲得できる報酬の価値そのものである一方、不確定インセンティブの価値は、消

費者が抽選によって獲得できる報酬の価値を抽選確率によって重み付けした価値、すなわち消費者が抽選

によって獲得できる報酬の期待値である。そのため、複合インセンティブは、消費者が確定インセンティ

ブの価値を不確定インセンティブの価値と統合して評価しにくいという点において情報処理の複雑性を有

していると言いうるであろう。一方、二重確定インセンティブは、消費者が一方の確定インセンティブの

価値をもう一方の確定インセンティブの価値と統合して評価しやすいという点において情報処理の複雑性

を有していないと言いうるであろう。 

また、Hardesty and Bearden（2003）によれば、情報処理の複雑性には、インセンティブの性質の他に、

インセンティブの価値の表示形式も影響を及ぼすという。第 1 章において例示した二重確定インセンティ

ブを企業が用いる際には、PayPay が 2020 年 4月に「合計 10％戻ってくる」と題して実施した SP のよう

に、2 つのインセンティブをもって 1 つのインセンティブであることを示唆する「合計」というような表

現を用いることが多い。そのような場合には、消費者は、二重確定インセンティブを構成する 2 つの確定

インセンティブを、同一の性質を有しているものとして容易に処理することができるであろう。 

第 2 の基準は、時間的な分離の有無である。Folkes and Wheat（1995）によれば、消費者は、支払いを

実施してからインセンティブを獲得するまでの間に、時間的な分離が存在しない場合には、インセンティ

ブと支払い金額を 1 つの統合勘定としてフレーミングする一方、時間的な分離が存在する場合には、イン

センティブと支払い金額を別々の分離勘定としてフレーミングするという。彼らの主張を援用して、2 つ

のインセンティブのフレーミングについて考えると、消費者は、一方のインセンティブを獲得してから、

さらにもう一方のインセンティブを獲得するまでの間に、時間的な分離が存在しない場合には、それらを

1 つの統合勘定としてフレーミングする一方、時間的な分離が存在する場合には、それらを別々の分離勘

定としてフレーミングすると考えられる。この点に関して、複合インセンティブには、消費者が不確定イ

ンセンティブを獲得するまでの間に抽選という時間的な分離が存在する一方、消費者が瞬時に 2 つの確定

インセンティブを獲得できるということが分かる二重確定インセンティブには、時間的な分離は存在しな

いと言いうるであろう。 

以上の 2 つの基準より、複合インセンティブを構成する確定インセンティブと不確定インセンティブは、

別々の分離勘定としてフレーミングされる一方、二重確定インセンティブを構成する 2 つの確定インセン



 

 

 森 直也「『複合インセンティブ』対『二重確定インセンティブ』」 75 

 

ティブは、1 つの統合勘定としてフレーミングされると考えられるであろう。以上の議論より、次の仮説を

提唱する。 

 

仮説 1  複合インセンティブを構成する確定インセンティブと不確定インセンティブは、別々の分離

勘定としてフレーミングされる。 

仮説 2  二重確定インセンティブを構成する 2 つの確定インセンティブは、1 つの統合勘定としてフレ

ーミングされる。 

 

3－3．複合インセンティブおよび二重確定インセンティブの価値に関する仮説 
  

第 3－2 節において議論したとおり、複合インセンティブを構成する確定インセンティブと不確定イン

センティブは、別々の分離勘定としてフレーミングされると考えられるであろう。このことを前提として、

確定インセンティブを、消費者が報酬 x を必ず獲得できる形態のインセンティブであると見なし、不確定

インセンティブを、消費者が報酬 y を抽選確率 p（0＜p ＜1）によって獲得できる形態のインセンティブで

あると見なすと、複合インセンティブに対して消費者が知覚する価値は、図表 3 に示されるように、分離

勘定 V (x)＋w (p)V (y)によって表すことができるであろう。 

 

図表 3 複合インセンティブおよび二重確定インセンティブの価値 

 

一方、二重確定インセンティブを構成する 2 つの確定インセンティブは、1 つの統合勘定としてフレー

ミングされると考えられるであろう。このことを前提として、一方の確定インセンティブを、消費者が報

酬 x を必ず獲得できる形態のインセンティブであると見なし、もう一方の確定インセンティブを、消費者

が報酬 y を必ず獲得できる形態のインセンティブであると見なすと、二重確定インセンティブに対して消

費者が知覚する価値は、図表 3 に示されるように、統合勘定 V (x＋y)によって表すことができるであろう。 

価値 

損失 利得 

V (x) 

y x 

V (x)＋V (y) 

V (y) 

x＋y 

V (x＋y) 
V (x)＋w (p)V (y) 
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この場合、価値を表す縦軸において、複合インセンティブに対して消費者が知覚する価値 V (x)＋w (p)V(y)

は、二重確定インセンティブに対して消費者が知覚する価値 V (x＋y)より大きい。以上の議論より、次の仮

説を提唱する。 

 

仮説 3  複合インセンティブに対して消費者が知覚する価値は、二重確定インセンティブに対して消

費者が知覚する価値より大きい。 

 

3－4．2 つの確定インセンティブのフレーミングに関する仮説 
 

第 3－2節において議論したとおり、二重確定インセンティブを構成する 2 つの確定インセンティブは、

1 つの統合勘定としてフレーミングされると考えられるが、以下の 2 つの場合には、例外的に別々の分離

勘定としてフレーミングされると考えられるであろう。 

第 1 は、二重確定インセンティブが情報処理の複雑性を有している場合である。第 3－2節において議論

したとおり、二重確定インセンティブを構成する 2 つの確定インセンティブは、性質が同一であるために、

情報処理の複雑性を有していないということを根拠として、1 つの統合勘定としてフレーミングされると

考えられる。しかしながら、第 2－6節において議論したとおり、情報処理の複雑性には、インセンティブ

の性質の他に、インセンティブの価値の表示形式も影響を及ぼす。具体的には、情報処理の複雑性は、イ

ンセンティブの価値がパーセントで表示されている場合の方が、実数で表示されている場合より高い

（Hardesty and Bearden, 2003）。この点に着目すると、二重確定インセンティブは、一方の確定インセンティ

ブの価値が実数で表示され、もう一方の確定インセンティブがパーセントで表示されている場合には、消

費者が一方の確定インセンティブの価値をもう一方の確定インセンティブの価値と統合して評価しにくい

という点において情報処理の複雑性を有していると言いうるであろう。さらに、消費者は、企業が二重確

定インセンティブを用いる際、2 つのインセンティブをもって 1 つのインセンティブであることを示唆す

る「合計」というような表現を用いていない場合には、二重確定インセンティブを構成する 2 つの確定イ

ンセンティブを、同一の性質を有しているものとして容易に処理することができるとは限らないであろう。 

第 2 は、二重確定インセンティブが時間的な分離を有している場合である。第 3－2節において議論した

とおり、二重確定インセンティブを構成する 2 つの確定インセンティブは、消費者が瞬時にそれらを獲得

できるということが分かるために、時間的な分離を有していないということを根拠として、1 つの統合勘

定としてフレーミングされると考えられる。しかしながら、現実には、一方の確定インセンティブを獲得

してから、さらにもう一方の確定インセンティブを獲得するまでの間に、時間的な分離が存在する場合が

ある。その具体例としては、グルメサイトを運営している食べログが農林水産省の委託により 2020 年 10

月から 11月までの間に「Go To Eat キャンペーン」の一環として実施した SP が挙げられる。この SP は、

対象店舗を予約および来店すると、消費者が予約人数・来店時間に応じた値引きを必ず獲得でき、さらに、

来店日から 8 日前後で、予約人数・来店時間に応じたポイントを必ず獲得できるという SP であった（cf. 

食べログ HP）。なお、ここでのポイントは、1 ポイント＝1円の金銭的価値を有し、決済時に使用すること

ができるポイントである。この SP のような二重確定インセンティブには、消費者が一方の確定インセン
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ティブを獲得してから、さらにもう一方の確定インセンティブを獲得するまでの間に、時間的な分離が存

在すると言いうるであろう。 

以上の 2 つの場合には、二重確定インセンティブを構成する 2 つの確定インセンティブは、例外的に別々

の分離勘定としてフレーミングされると考えられるであろう。以上の議論より、次の仮説を提唱する。 

 

仮説 4a 二重確定インセンティブが情報処理の複雑性を有している場合、二重確定インセンティブを

構成する 2 つの確定インセンティブは、別々の分離勘定としてフレーミングされる。 

仮説 4b 二重確定インセンティブが時間的な分離を有している場合、二重確定インセンティブを構成

する 2 つの確定インセンティブは、別々の分離勘定としてフレーミングされる。 

 

3－5．二重確定インセンティブの価値に関する仮説 

 

第 3－4節において議論したとおり、二重確定インセンティブを構成する 2 つの確定インセンティブは、

例外的に別々の分離勘定としてフレーミングされると考えられるであろう。このことを前提として、一方

の確定インセンティブを、消費者が報酬 x を必ず獲得できる形態のインセンティブであると見なし、もう

一方の確定インセンティブを、消費者が報酬 y を必ず獲得できる形態のインセンティブであると見な

すと、二重確定インセンティブに対して消費者が知覚する価値は、図表 4 に示されるように、分離勘定

V (x)＋V (y)によって表すことができるであろう。 

 

図表 4 二重確定インセンティブ（分離勘定）の価値 

 

この場合、価値を表す縦軸において、二重確定インセンティブに対して消費者が知覚する価値 V (x)＋V(y)

は、第 3－3節において議論した複合インセンティブに対して消費者が知覚する価値 V (x)＋w (p)V (y)より大

きい。以上の議論より、次の仮説を提唱する。 

価値 

損失 

V (x) 

x＋y x 

V (x)＋V (y) 

V (x＋y) 
V (y) 

V (x)＋w (p)V (y) 

y 
利得 
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仮説 5  二重確定インセンティブを構成する 2 つの確定インセンティブが別々の分離勘定としてフレ

ーミングされる場合、二重確定インセンティブに対して消費者が知覚する価値は、複合イン

センティブに対して消費者が知覚する価値より大きい。 

 

 

第 4章 実験方法 

 

4－1．被験者の選定 
 

第 3 章において提唱した仮説群の経験的妥当性を吟味するため、実験室実験を実施し、消費者データの

収集および実証分析を行った。被験者は、国内の大学生 118名（うち男性 65名、女性 53 名、年齢の中央値は

21歳）であった。実験に際しては、被験者 118名を「複合インセンティブが提示される被験者グループ（以

下、複合インセンティブグループ）」（N ＝30）、「二重確定インセンティブが提示される被験者グループ（以下、二

重確定インセンティブグループ）」（N ＝29）、「情報処理の複雑性を有している二重確定インセンティブを提示

される被験者グループ（以下、情報・二重確定インセンティブグループ）」（N ＝30）、「時間的な分離を有している

二重確定インセンティブが提示される被験者グループ（以下、時間・二重確定インセンティブグループ）」（N ＝29）

の 4 グループに無作為に分類した。 

 

4－2．実験材料の概要 

 

本論の先行研究である Shen, et al.（2019）は、QRコード決済サービスである WeChat Pay を使用する

と消費者が獲得できる架空の確定インセンティブおよび不確定インセンティブを実験用のインセンティブ

として採用していた。そこで、本論は、それに準じて、We Chat Pay と同じく QRコード決済サービスで

ある PayPay を使用すると消費者が獲得できる架空の複合インセンティブおよび二重確定インセンティブ

を実験用のインセンティブとして採用した。なお、これらのインセンティブは、Shen, et al.（2019）と同

じく、実在の小売店舗ではなく、著者によって作成された架空の小売店舗によって実施されるものと想定

された。 

 

図表 5 複合インセンティブ 
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本実験のために作成した架空の複合インセンティブは、図表 5 に示されるとおりであった。すなわち、

対象店舗で PayPay を使用すると、消費者が 500円分のポイントを必ず獲得でき、さらに、500円分のポ

イントを抽選によって獲得できるというインセンティブであった。なお、抽選の当選確率は、50％と設定

した。抽選の当選確率をそのように設定した理由は、複合インセンティブの期待値を二重確定インセンテ

ィブと同程度にすることによって、それらを対等に比較することができるようにするためである。また、

ここでのポイントは、1 ポイント＝1円として決済時に使用できるポイントとして設定した。 

 

図表 6 二重確定インセンティブ 

 

一方、二重確定インセンティブは、図表 6 に示されるとおりであった。すなわち、対象店舗で PayPay

を使用すると、消費者が 500円分のポイントを必ず獲得でき、さらに、500円分のポイントを追加で必ず

獲得できるというインセンティブであった。なお、「合計 1,000円分のポイントを必ずプレゼント」という

表示を行った。そのような表示を行った理由は、第 3－2節において議論したとおり、企業が二重確定イン

センティブを用いる際には、2 つのインセンティブをもって 1 つのインセンティブであることを示唆する

「合計」というような表現を用いることが多いからである。 

 

図表 7 情報処理の複雑性を有している二重確定インセンティブ 

 

また、情報処理の複雑性を有している二重確定インセンティブは、図表 7 に示されるとおりであった。

すなわち、対象店舗で PayPay を使用すると、消費者が 500円分のポイントを必ず獲得でき、さらに、支
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払い金額の 5％分のポイントを追加で必ず獲得できるというインセンティブであった。なお、消費者が追

加で必ず獲得できるポイントを、支払い金額の 5％分と設定した理由は、第 2－6節において議論したとお

り、情報処理の複雑性は、インセンティブの価値がパーセントで表示されている場合の方が実数で表示さ

れている場合より高く、さらに、パーセント表示の中でも、インセンティブの価値が小さい場合の方が大

きい場合より高い（Hardesty and Bearden, 2003）からである。 

 

図表 8 時間的な分離を有している二重確定インセンティブ 

 

そして、時間的な分離を有している二重確定インセンティブは、図表 8 に示されるとおりであった。す

なわち、対象店舗で PayPay を使用すると、消費者が 500円分のポイントを必ず獲得でき、さらに、支払

いを実施してから 1 週間後に、500円分のポイントを追加で必ず獲得できるというインセンティブであっ

た。なお、時間的な分離を 1週間と設定した理由は、Folkes and Wheat（1995）の実験においても、消費

者が支払いを実施してから 1 週間以上経った後に報酬を必ず獲得できるという、時間的な分離を有してい

る確定インセンティブが採用されていたからである。 

 

4－3．実験の手続き 

 

実験の手続きは、以下のとおりであった。まず、本論が意図する人物になりきってもらうために、全グ

ループの被験者に以下のシナリオを読んでもらった。すなわち、「あなたは、日頃から電子決済サービス

PayPay をよく利用する消費者です。PayPay とは、あらかじめチャージしておくことで、PayPay に対応

しているお店で、現金を財布から取り出すことなく、スマホをかざすだけで支払いをすることができると

いうサービスです。ある日、あなたは、衣料品店で 1万円の買い物をすることにしました。その際、お店

では、次のページのような割引キャンペーンが実施されていました。」というシナリオを読んでもらった。 

なお、シナリオに衣料品店を採用した理由は、被験者に選定した大学生の消費支出の割合において、被

服および履物の割合が一定の割合を占めている（cf. 消費者庁 HP）ことから、適切であると判断したためで



 

 

 森 直也「『複合インセンティブ』対『二重確定インセンティブ』」 81 

 

ある。また、支払い金額を 1 万円と設定した理由は、情報処理の複雑性を有している二重確定インセンテ

ィブ（先掲の図表 7 を参照）における「追加で必ずもらえる支払い金額の 5％分のポイント」を、500円分の

ポイント（1万円×5％）とすることによって、二重確定インセンティブ（先掲の図表 6 を参照）および時間的

な分離を有している二重確定インセンティブ（先掲の図表 8 を参照）と実験条件を揃えるためである。 

その後、複合インセンティブグループ（N ＝30）に対しては、複合インセンティブ（先掲の図表 5 を参照）

を提示した。その際、複合インセンティブの説明文を併せて提示した。すなわち、「実施された割引キャン

ペーンとは、すなわち、消費者が必ずもらえる 500円分のポイントという、『インセンティブ A 』と、抽選

でもらえる 500 円分のポイントという、『インセンティブ B 』を組み合わせた割引キャンペーンであった

のです。ただし、抽選の当選確率は、50％です。また、ここでのポイントは、1 ポイント＝1円として決済

時に使用できるポイントです。」という説明文を併せて提示した。 

一方、二重確定インセンティブグループ（N ＝29）に対しては、二重確定インセンティブ（先掲の図表 6 を

参照）を提示した。その際、二重確定インセンティブの説明文を併せて提示した。すなわち、「実施されて

いた割引キャンペーンとは、すなわち、消費者が必ずもらえる 500円分のポイントという、『インセンティ

ブ A 』と、追加で必ずもらえる 500円分のポイントという、『インセンティブ B 』を組み合わせた割引キ

ャンペーンであったのです。ただし、ここでのポイントは、1 ポイント＝1円として決済時に使用できるポ

イントです。」という説明文を併せて提示した。 

また、情報・二重確定インセンティブグループ（N ＝30）に対しては、情報処理の複雑性を有している二

重確定インセンティブ（先掲の図表 7 を参照）を提示した。その際、情報処理の複雑性を有している二重確定

インセンティブの説明文を併せて提示した。すなわち、「実施されていた割引キャンペーンとは、すなわち、

消費者が必ずもらえる 500 円分のポイントという、『インセンティブ A 』と、追加で必ずもらえる支払い

金額の 5％分のポイント（1 万円×5％＝500 円分のポイント）という、『インセンティブ B 』を組み合わせた

割引キャンペーンであったのです。ただし、ここでのポイントは、1 ポイント＝1円として決済時に使用で

きるポイントです。」という説明文を併せて提示した。 

そして、時間・二重確定インセンティブグループ（N ＝29）に対しては、時間的な分離を有している二重

確定インセンティブ（先掲の図表 8 を参照）を提示した。その際、時間的な分離を有している二重確定インセ

ンティブの説明文を併せて提示した。すなわち、「実施されていた割引キャンペーンとは、すなわち、消費

者が必ずもらえる 500 円分のポイントという、『インセンティブ A 』と、支払いを実施してから 1週間後

に必ずもらえる 500 円分のポイントという、『インセンティブ B 』を組み合わせた割引キャンペーンであ

ったのです。ただし、ここでのポイントは、1 ポイント＝1円として決済時に使用できるポイントです。」

という説明文を併せて提示した。 

最後に、全グループの被験者に対して、以下の 3 つの質問項目への回答を依頼した。1 つ目の質問項目

は、「2 つのインセンティブのフレーミング」に関する項目であった。すなわち「インセンティブ A に加え

てインセンティブ B がもらえる時、インセンティブ Aだけがもらえる時と比べて、どのような印象を持ち

ますか」という項目に対して、回答を依頼した。採用された尺度法は、7 点 SD尺度（「1：インセンティブ A

の利得がさらに大きくなるように感じる」〜「7：インセンティブ A の利得とは別に、何か余分に手に入れられるように

感じる」）であり、被験者に対して、1〜7 のうち最も同意できる 1 つの値を選択するように依頼した。 
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そして、SP のフレーミングに関する既存研究の 1 つである Diamond and Johnson（1990）に準拠して、

回答値が 1 に近ければ、2 つのインセンティブが 1 つの統合勘定としてフレーミングされたと解釈した一

方、7 に近ければ、2 つのインセンティブが別々の分離勘定としてフレーミングされたと解釈した。 

2 つ目の質問項目は、「インセンティブの金銭的価値」に関する項目であった。すなわち「インセンティ

ブ A とインセンティブ B に金銭的に高い価値を感じますか」という項目に対して、回答を依頼した。採用

された尺度法は、7 点リカート尺度（「1：全くそう思わない」〜「7：非常にそう思う」）であり、被験者に対して、

1〜7 のうち最も同意できる 1 つの値を選択するように依頼した。 

3 つ目の質問項目は、「インセンティブの熱望的価値」に関する項目であった。すなわち「インセンティ

ブ A とインセンティブ B を欲しいと感じますか」という項目に対して、回答を依頼した。採用された尺度

法は、7 点リカート尺度（「1：全くそう思わない」〜「7：非常にそう思う」）であり、被験者に対して、1〜7 のう

ち最も同意できる 1 つの値を選択するように依頼した。 

そして、 SP のフレーミングに関する既存研究の 1 つである O’Brien and Jones（1995）に準拠して、

「インセンティブの金銭的価値」と「インセンティブの金銭的価値」の平均を「インセンティブの知覚価値」

として解釈した。 

なお、実際に実験に使用した調査票は、補録 1、補録 2、補録 3、および補録 4 に示されるとおりであっ

た。補録 1「調査票 1」は、複合インセンティブグループ（N ＝30）に対して提示した調査票を示している。

補録 2「調査票 2」は、二重確定インセンティブグループ（N ＝29）に対して提示した調査票を示している。

補録 3「調査票 3」は、情報・二重確定インセンティブグループ（N ＝30）に提示した調査票を示している。

補録 4「調査票 4」は、時間・二重確定インセンティブグループ（N ＝29）に提示した調査票を示している。 

 

 

第 5章 分析結果 

 

5－1．「2 つのインセンティブのフレーミング」を被説明変数とした場合の分析結果  
 

まず、「複合インセンティブグループ」、「二重確定インセンティブグループ」、「情報・二重確定インセン

ティブグループ」、および「時間・二重確定インセンティブグループ」に対する「2 つのインセンティブのフ

レーミング」の 4水準に対して多重比較分析を行った。事前に、Shapiro-Wilk検定を行った結果、Tukey

法による通常の多重比較分析を行う上での前提条件である、標本の正規性を疑う証拠が得られた（「複合イ

ンセンティブグループ」における正規性検定統計量：W ＝0.793, p ＜0.001、「二重確定インセンティブグループ」にお

ける正規性検定統計量：W ＝0.923, p ＝0.037、「情報・二重確定インセンティブグループ」における正規性検定統計量：

W＝0.827, p ＜0.001、「時間・二重確定インセンティブグループ」における正規性検定統計量：W ＝0.763, p ＜0.001）。

したがって、Steel-Dwass 法によるノンパラメトリックな多重比較分析を行うことにした。なお、分析に

は、SAS for Windows, Ver. 9.4 の NPAR1WAY プロシジャを Wilcoxonオプション付きで使用した。 
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図表 9 各グループに対する 2 つのインセンティブのフレーミングの中央値 

 

 

 

図表 10 各グループに対する 2 つのインセンティブのフレーミングの差 
「複合インセンティブグループ」と「二重確定インセンティブグループ」の間 8.99*** 

「複合インセンティブグループ」と「情報・二重確定インセンティブグループ」の間  1.23n.s 
「複合インセンティブグループ」と「時間・二重確定インセンティブグループ」の間  0.62n.s 
「二重確定インセンティブグループ」と「情報・二重確定インセンティブグループ」の間 8.78*** 
「二重確定インセンティブグループ」と「時間・二重確定インセンティブグループ」の間 8.06*** 
「情報・二重確定インセンティブグループ」と「時間・二重確定インセンティブグループ」の間 0.17n.s 

ただし、***は 1％水準で有意。n.s は非有意。 

 

「2 つのインセンティブのフレーミング」の中央値、第 1四分位数、および第 3四分位数は、図表 9 に示

されるとおり、「複合インセンティブグループ」については、6.000、6.000、および 7.000、「二重確定イン

センティブグループ」については、3.000、2.000、および 4.000、「情報・二重確定インセンティブグループ」

については、6.000、5.000、および 7.000、そして「時間・二重確定インセンティブグループ」については、

7.000、5.000、および 7.000 であった。 

「2 つのインセンティブのフレーミング」の各グループ間の差は、図表 10 に示されるとおりであった。

まず、「複合インセンティブグループ」と「二重確定インセンティブグループ」について、DSCF 値は、8.990

という値を示し、1％水準で有意であった。したがって、仮説 1「複合インセンティブを構成する確定イン

センティブと不確定インセンティブは、別々の分離勘定としてフレーミングされる」、および、仮説 2「二

重確定インセンティブを構成する 2 つの確定インセンティブは、1 つの統合勘定としてフレーミングされ

る」は、支持されたと言いうるであろう。 

そして、「二重確定インセンティブグループ」と「情報・二重確定インセンティブグループ」、および「二

重確定インセンティブグループ」と「時間・二重確定インセンティブグループ」について、DSCF 値は、8.778

および 8.060 という値を示し、いずれも 1％水準で有意であった。したがって、仮説 4a「二重確定インセ

ンティブが情報処理の複雑性を有している場合、二重確定インセンティブを構成する 2 つの確定インセン

ティブは、別々の分離勘定としてフレーミングされる」、および、仮説 4b「二重確定インセンティブが時間

的な分離を有している場合、二重確定インセンティブを構成する 2 つの確定インセンティブは、別々の分
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離勘定としてフレーミングされる」は、支持されたと言いうるであろう。 

なお、「複合インセンティブグループ」と「情報・二重確定インセンティブグループ」、「複合インセンテ

ィブグループ」と「時間・二重確定インセンティブグループ」、および「情報・二重確定インセンティブグル

ープ」と「時間・二重確定インセンティブグループ」について、DSCF 値は、それぞれ、1.230、0.615、お

よび 0.172 という値を示し、いずれも非有意であった。 

 

5－2．「インセンティブの知覚価値」を被説明変数とした場合の分析結果  

 

次に、「複合インセンティブグループ」、「二重確定インセンティブグループ」、「情報・二重確定インセン

ティブグループ」、および「時間・二重確定インセンティブグループ」に対する「インセンティブの知覚価

値」の 4水準に対して多重比較分析を行った。事前に、Shapiro-Wilk検定を行った結果、Tukey法による

通常の多重比較分析を行う上での前提条件である、標本の正規性を疑う証拠が得られた（「複合インセンティ

ブグループ」における正規性検定統計量：W ＝0.889, p ＝0.005、「二重確定インセンティブグループ」における正規性

検定統計量：W ＝0.944, p ＝0.124、「情報・二重確定インセンティブグループ」における正規性検定統計量：W ＝0.904, 

p ＝0.010、「時間・二重確定インセンティブグループ」における正規性検定統計量：W ＝0.874, p ＝0.002）。したがっ

て、Steel-Dwass 法によるノンパラメトリックな多重比較分析を行うことにした。なお、分析には、SAS 

for Windows, Ver. 9.4 の NPAR1WAY プロシジャを Wilcoxonオプション付きで使用した。 

 

図表 11 各グループに対するインセンティブの知覚価値の中央値 

 

 

 

図表 12 各グループに対するインセンティブの知覚価値の差 

「複合インセンティブグループ」と「二重確定インセンティブグループ」の間 7.87*** 

「複合インセンティブグループ」と「情報・二重確定インセンティブグループ」の間 3.88**  
「複合インセンティブグループ」と「時間・二重確定インセンティブグループ」の間 4.04**  
「二重確定インセンティブグループ」と「情報・二重確定インセンティブグループ」の間 9.01*** 
「二重確定インセンティブグループ」と「時間・二重確定インセンティブグループ」の間 9.18*** 
「情報・二重確定インセンティブグループ」と「時間・二重確定インセンティブグループ」の間 0.12n.s 

ただし、***は 1％水準で有意。**は 5％水準で有意。n.s は非有意。 

6.00 6.21 

1.00 

6.50 
7.00

 

7.00

 

5.00 

4.00 

5.65 5.50 
5.00 

4.00 
3.50 

4.14 

6.50 
6.00 

5.50 

6.15 
6.50 
6.00 

5.50 

複合インセンティブ 
グループ 

二重確定インセンティブ 
グループ 

時間・二重確定インセンティブ 
グループ 

情報・二重確定インセンティブ 
グループ 



 

 

 森 直也「『複合インセンティブ』対『二重確定インセンティブ』」 85 

 

「インセンティブの知覚価値」の中央値、第 1四分位数、および第 3四分位数は、図表 11 に示されると

おり、「複合インセンティブグループ」については、6.000、5.000、および 6.000、「二重確定インセンティ

ブグループ」については、4.000、3.500、および 5.000、「情報・二重確定インセンティブグループ」につい

ては、6.000、6.000、および 6.500、そして「時間・二重確定インセンティブグループ」については、6.000、

6.000、および 6.500 であった。 

「インセンティブの知覚価値」の各グループ間の差は、図表 12 に示されるとおりであった。まず、「複合

インセンティブグループ」と「二重確定インセンティブグループ」について、DSCF 値は、7.872 という値

を示し、1％水準で有意であった。したがって、仮説 3「複合インセンティブに対して消費者が知覚する価

値は、二重確定インセンティブに対して消費者が知覚する価値より大きい」は、支持されたと言いうるで

あろう。 

そして、「複合インセンティブグループ」と「情報・二重確定インセンティブグループ」、および「複合イ

ンセンティブグループ」と「時間・二重確定インセンティブグループ」について、DSCF 値は、それぞれ、

3.883、および 4.039 という値を示し、いずれも 5％水準で有意であった。したがって、仮説 5「二重確定

インセンティブを構成する 2 つの確定インセンティブが別々の分離勘定としてフレーミングされる場合、

二重確定インセンティブに対して消費者が知覚する価値は、複合インセンティブに対して消費者が知覚す

る価値より大きい」は、支持されたと言いうるであろう。 

なお、「二重確定インセンティブグループ」と「情報・二重確定インセンティブグループ」、および「二重

確定インセンティブグループ」と「時間・二重確定インセンティブグループ」について、それぞれ、DSCF 

値は、9.010 および 9.178 という値を示し、いずれも 1％水準で有意であった。さらに、「情報・二重確定イ

ンセンティブグループ」と「時間・二重確定インセンティブグループ」について、DSCF 値は、0.124 とい

う値を示し、非有意であった。 

 

 

第 6章 おわりに 

 

6－1．学術的含意 

 

Shen, et al.（2019）は、消費者の行動を初回行動と反復行動に区別し、確定インセンティブと不確定イ

ンセンティブがそれぞれ有効である場合を見出した。この知見は極めて興味深いものの、彼らは、その先

行研究群と同様に、確定インセンティブと不確定インセンティブの間に、暗黙理に二項対立を仮定してお

り、確定インセンティブや不確定インセンティブを組み合わせた、複合インセンティブおよび二重確定イ

ンセンティブの存在を捨象してしまっているという課題を抱えている。また、複合インセンティブおよび

二重確定インセンティブの価値を比較するに際して、SP のフレーミングに関する既存研究は、2 つのイン

センティブをどのような基準で 1 つの統合勘定もしくは別々の分離勘定としてフレーミングするかという

ことを探究してはいないという課題を抱えている。 

そこで本論は、インセンティブに関する研究として初めて、複合インセンティブと二重確定インセンテ
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ィブを比較した。そして、メンタル・アカウンティング理論、および SP のフレーミングに関する既存研究

である Diamond and Sanyal（1990）、Hardesty and Bearden（2003）、および Folkes and Wheat（1995）

の主張を援用することによって、以下の 3 点の知見を見出した。第 1 は、複合インセンティブを構成する

確定インセンティブと不確定インセンティブは、別々の分離勘定としてフレーミングされるということで

ある。第 2 は、二重確定インセンティブを構成する 2 つの確定インセンティブは、1 つの統合勘定として

フレーミングされるということである。第 3 は、複合インセンティブに対して消費者が知覚する価値は、

二重確定インセンティブに対して消費者が知覚する価値より大きいということである。 

また、本論は、二重確定インセンティブが情報処理の複雑性もしくは時間的な分離を有している場合に

は、二重確定インセンティブを構成する 2 つの確定インセンティブは例外的に別々の分離勘定としてフレ

ーミングされるということを追加的に見出した。さらに、そのような場合には、二重確定インセンティブ

に対して消費者が知覚する価値は、複合インセンティブに対して消費者が知覚する価値より大きいという

ことを見出した。 

このように、消費者が 2 つのインセンティブを 1 つの統合勘定もしくは別々の分離勘定としてフレーミ

ングする基準として、情報処理の複雑性および時間的な分離の有無を同定し、複合インセンティブおよび

二重確定インセンティブに対して消費者が知覚する価値を比較した本論は、インセンティブに関する研究

と SP のフレーミングに関する研究の進展に一定の貢献を成したと言いうるであろう。 

 

6－2．実務的含意 

 

本論の知見に基づくと、企業は、SP を実施する際、二重確定インセンティブではなく、複合インセンテ

ィブを用いるべきである。複合インセンティブは、それを構成する確定インセンティブと不確定インセン

ティブが別々の分離勘定としてフレーミングされるため、より高い価値を知覚されると期待することがで

きるからである。 

ただし、二重確定インセンティブの方が、複合インセンティブより消費者に魅力的に映る場合もある。

それは、二重確定インセンティブが情報処理の複雑性もしくは時間的な分離を有している場合である。そ

のような場合には、二重確定インセンティブは、それを構成する 2 つの確定インセンティブが別々の分離

勘定としてフレーミングされるため、高い価値を知覚されると期待することができる。そのため、企業は、

消費者が二重確定インセンティブを、情報処理の複雑性もしくは時間的な分離を有しているものとして知

覚するように、二重確定インセンティブのデザインを工夫すべきであろう。 

しかしながら、二重確定インセンティブは、消費者全員に 2 つの確定インセンティブを獲得させなくて

はならないため、多額の予算を要する。一方、複合インセンティブは、抽選によって一部の消費者のみに

確定インセンティブと不確定インセンティブを獲得させればよいため、予算を抑えることができる。した

がって、企業は、SP に充てることのできる予算の制約を考慮するならば、複合インセンティブを選択する

ことによって、予算を抑えながら製品の購買やサービスの利用を促進することができるとも考えられるで

あろう。 
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6－3．本論の限界 
 

本論は、いくつかの限界を抱えている。第 1 は、2 つのインセンティブのフレーミングの基準として、

内的参照価格を検討しなかったという点である。SP のフレーミングに関する既存研究の中には、SD 尺度

を用いた質問項目によって、インセンティブと支払い金額が 1 つの統合勘定としてフレーミングされるか、

別々の分離勘定としてフレーミングされるかということを直接尋ねる研究のほかに、インセンティブが内

的参照価格に及ぼす影響からインセンティブと支払い金額がどのようにフレーミングされるかということ

を推論している研究が存在する。内的参照価格を考慮すると、インセンティブによって内的参照価格が低

下した場合には、インセンティブが支払い金額と 1 つの統合勘定としてフレーミングされたと解釈するこ

とができる一方、インセンティブによって内的参照価格が低下しなかった場合には、インセンティブが支

払い金額とは別々の分離勘定としてフレーミングされたと解釈することができるであろう。よって、今後

の研究においては、インセンティブが内的参照価格に及ぼす影響を、製品やサービスの種類による相違に

着目しながら探究することによって、本論が見出した知見の外部妥当性を吟味することが望まれるであろ

う。 

第 2 は、消費者特性を考慮しなかったという点である。本論は、複合インセンティブに対して消費者が

知覚する価値は二重確定インセンティブに対して消費者が知覚する価値より大きいということを見出した。

しかしながら、実験においては、仮説とは異なり、一方の複合インセンティブに対しては、高い価値を全

く知覚しなかったものの、他方の二重確定インセンティブに対しては、高い価値を知覚した被験者が一定

数存在した。また、仮説どおりではあるものの、複合インセンティブに対して極端に高い価値を知覚した

被験者も一定数存在した。この理由としては、被験者のリスク回避性およびリスク志向性が複合インセン

ティブおよび二重確定インセンティブの知覚価値に影響を及ぼした可能性が考えられる。よって、今後の

研究においては、消費者をリスク回避的な消費者とリスク志向的な消費者に分類した上で、実験を実施す

ることによって、本論が見出した知見の外部妥当性を吟味することが望まれるであろう。 

 

6－4．今後の課題 
 

今後の研究課題としては、複合インセンティブおよび二重確定インセンティブの中でも、異なる 2 つの

SP を組み合わせたものを研究対象として取り扱うことが興味深いであろう。そのような二重確定インセン

ティブの具体例としては、経済産業省が 2020 年 7 月から 12 月までの間に「Go To トラベルキャンペー

ン」と題して実施した事業が挙げられる。この事業は、旅行会社や旅行予約サイトを通じて国内旅行を予

約すると、消費者が支払い金額の 35％分の値引きを必ず獲得でき、さらに、支払い金額の 15％分の地域共

通クーポン（宿泊先の近隣都道府県にある対象店舗で使用可能なクーポン）を必ず獲得できるという事業であっ

た（cf. Go To トラベル HP）。この事業のように、二重確定インセンティブには、値引きとクーポンという異

なる 2 つの SP を組み合わせたものが存在する。今後の研究においては、消費者が複合インセンティブお

よび二重確定インセンティブを構成する異なる 2 つの SP をどのようにフレーミングするかということや、

どのような SP を組み合わせた複合インセンティブおよび二重確定インセンティブに対して消費者が知覚
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する価値が最も大きいかということを探究することが望まれるであろう。 

 

（記） 本論の執筆に際して、お力添えくださった全ての方々に対して、この場を借りて感謝の意を表し

ます。とりわけ、慶應義塾大学商学部小野晃典先生からは、お忙しい中、仮説の論理構成から細か

い言葉遣いに至るまで、幾度となく丁寧なご指導を賜りました。いつも私たち第 17期生のことを温

かく見守ってくださり、心より感謝申し上げます。修士課程進学後も日々精進して参ります。また、

大学院生の方々や第 16期生の先輩方、同期の第 17 期生、そして第 18 期生の皆様も、本論を執筆

する上で様々なアドバイスをくださり、本実験を実施するにあたって、プレ実験にもご協力いただ

きました。とりわけ、同期の江∆舞香さんは、本論の礎とも言うべきアイデアを共に考えてくれた

だけではなく、切磋琢磨し合う存在として、本論の執筆を大きく後押ししてくれました。最後に、

本論の執筆に際して、お力添えくださった全ての方々に対する感謝の意を重ねて表します。本当に

ありがとうございました。 
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つ
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号
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た
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引
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ン
ペ

ー
ン
と

は
、

す
な
わ

ち
、

消
費
者
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必

ず
も

ら
え

る

50
0
円
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の
ポ

イ
ン
ト
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い

う
、『

イ
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セ

ン
テ
ィ

ブ
A
』
と

、
追
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50
0

円
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ポ
イ
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、『
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B
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合
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ン
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の
で
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。
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、
こ
こ
で

の
ポ
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ト

は
、

1
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イ
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ト
＝

1
円

と
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決
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時

に
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ポ
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。
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3 
 

セ
ー
ル
ス
・
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン

に
関
す
る
消
費
者
意
識
調
査
 

          

     

【
0】

あ
な

た
の
年
齢

と
性

別
を

教
え

て
く

だ
さ

い
。

 

    

   

【
1】

以
下

の
場
面

設
定
を

よ
く

読
ん

で
く

だ
さ

い
。

 

                 

次
の
ペ
ー
ジ
へ
お
進
み
く
だ
さ
い
。

 

 
 

歳
 

男
 
・
 
女

 

私
は

現
在

、
卒
業

論
文

を
執

筆
中

で
あ

り
、

そ
の

論
文

に
用
い

る
消

費
者

デ
ー

タ
を

必

要
と

し
て

い
ま

す
。
今

回
ご

回
答

頂
い
た

内
容

は
統
計

的
な

方
法
に

よ
り

処
理

致
し

ま
す

の
で
、
個

人
情
報

が
外

部
に
漏
洩

す
る
こ

と
は
絶

対
に

ご
ざ

い
ま

せ
ん

。
 

 大
変

お
手

数
を
お

か
け

致
し

ま
す

が
、

上
記

の
旨

を
ご

理
解

い
た

だ
き
ま

し
て

、
ご

協

力
の
程
、

宜
し
く

お
願

い
致
し
ま

す
。
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應
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あ
な
た

は
、
日
頃

か
ら
電

子
決
済

サ
ー

ビ
ス

Pa
yP

ay
を
よ

く
利
用

す
る

消
費

者
で
す

。
 

Pa
yP

ay
と

は
、
あ

ら
か
じ
め

チ
ャ
ー

ジ
し
て

お
く
こ

と
で

、
Pa

yP
ay

に
対

応
し
て
い

る
お

店
で

、
現

金
を
財

布
か

ら
取

り
出

す
こ
と

な
く
、

ス
マ

ホ
を

か
ざ
す

だ
け

で
支

払
い

を
す
る

こ
と
が

で
き
る

と
い

う
サ

ー
ビ
ス

で
す
。

 

あ
る
日

、
あ
な

た
は
、
衣

料
品
店

で
1
万
円

の
買
い

物
を
す

る
こ
と

に
し

ま
し

た
。

 

そ
の

際
、

お
店

で
は

、
次
の

ペ
ー
ジ

の
よ

う
な
割

引
キ

ャ
ン

ペ
ー

ン
が

実
施

さ
れ
て

い

ま
し
た

。
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だ
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。
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ン

を
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、
以

下
の
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。
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じ
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入
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れ
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感
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」
の
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、
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も
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の
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を
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。
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ィ
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